　○○○集落規約参 考


（目　的）
第１条　集落住民の連帯と親睦を深め、生活環境の充実および社会福祉の増進に寄与し住みよい豊かな集落にすることを目的とする。

（名　称）
第２条　本地域の名称は○○○集落（以下「本集落」という）と称する。

（構成員）
第３条　本集落を区域とし世帯単位を以って構成する。

（事　業）
第４条　本集落は目的の達成のため次の事業を行う。
１）地域の発展に関すること
２）地域住民の相互扶助に関すること
３）除雪に関すること
４）福祉、厚生に必要な事業に関すること
５）その他目的達成のために必要な事業に関すること

（役　員）
第５条　本集落には次の役員を置く。
１）区　長　　　１名
２）副区長　　　１名
３）会　計　　　１名
２　　役員の任期は１年とし再任を妨げない。但し補欠による役員の任期は前任者の在任期間とする。
３　　役員は毎年年初めの集会で選出する。

（役員の職務）
第６条　本集落役員の職務は次のとおりとする。
１）区長は集落事業を総理し、本集落を代表する。
２）副区長は区長を補佐し区長に事故あるときまたは区長が欠けたときは区長の職務を行う。
３）会計は、本集落の会計をつかさどる。
（会　議）
第７条　本集落の総会は年１回とし世帯の代表以って構成し事業計画、予算決算その他必要事項を審議する。

（会議の招集）
第８条　本集落の総会は区長がこれを招集する。
２　　区長が特に必要と認めた場合はその都度会議を召集することができる。

（会　計）
第９条　本集落の経費は、構成員からの負担金およびその他の収入をもって充てる
２　　本集落の会計は毎年４月１日にはじまり翌年３月末日に終わるものとする。

（その他）
第１０条　本集落の事業運営に関し必要な事項は集会で決議し区長が定める。



附則
　　この規約は、　　○○ 年 ○ 月 ○ 日から施行する。
